
【お知らせ】 

奈良県特定不妊治療費助成制度改正のご案内 

○治治治治療開始日療開始日療開始日療開始日が令和４年３月が令和４年３月が令和４年３月が令和４年３月 31313131 日以前であり、令和４年４月１日から令和５年３月日以前であり、令和４年４月１日から令和５年３月日以前であり、令和４年４月１日から令和５年３月日以前であり、令和４年４月１日から令和５年３月 31313131 日日日日

までの間に１回の治療が終了したまでの間に１回の治療が終了したまでの間に１回の治療が終了したまでの間に１回の治療が終了した方を対象とします方を対象とします方を対象とします方を対象とします。。。。 

「治療開始日」とは 

 採卵準備のための「薬の投与」の開始等の日をいいます。 

「１回の治療」とは、 

採卵準備のための「薬の投与」の開始等から、「妊娠の判定」等に至るまでの特定不妊治療

の実施の一連の過程をいいます。 

※Ｃ（以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施）の治療ステージである場合については、

移植準備のための｢薬の投与｣の開始が令和４年４月１日以降であっても、令和４年３月３

１日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である

場合には、対象とします。 

 

奈良県 HP 

              令和 3年度   令和 4年 3月 31 日   令和 4年度  
薬の投与   採 卵   体外受精・顕微授精   胚 移 植  妊娠の判定  

 

令和 4 年 3 月 31 日以前に治療開始（薬の投与）し、体外受精を実施。 

令和 4 年 4 月 1 日以降に移植を行い、妊娠の判定を行った。  
奈 良 県 Nara prefecture 


